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ケアセンター瀬名 重要事項説明書  

（2024年 6月 1日現在） 

１．事業者（施設）の概要 

（１）施設の名称等 

名 称 医療法人社団 恒 仁 会 

所 在 地 静岡市葵区瀬名 4629 番地の 1 

電 話 番 号 054-264-2111 

開 設 年 月 日 1989 年 6 月 9 日 

事 業 所 名 称 ケアセンター瀬名 

事 業 所 所 在 地 静岡市葵区長尾 39 番地の 5 

事 業 所 電 話 番 号 054-264-2221 

事 業 所 指 定 年 月 日 1989 年 6 月 9 日 

代 表 者 氏 名 理事長 伊藤  恒道 

管 理 者 氏 名 施設長 北澤  光孝 

介護保険事業者番号 介護老人保健施設（2254180017） 

（２）施設の職員体制 

 員数等 業務内容 

・管理者 １ （他の業務と兼務） 従業者の統括管理、指導 

・医師 ２以上 （他の業務と兼務） 利用者の医学的な病状管理 

・薬剤師 １以上 （他の業務と兼務） 利用者の薬剤管理と服薬指導 

・看護職員 １６以上  利用者の病状観察や診療補助 

・介護職員 ４２以上  利用者の日常生活の援助 

・支援相談員 ２以上  利用者に対する全般の相談 

・療法士（理学、作業） ２以上 （他の業務と兼務） 機能訓練の計画作成と実施 

・栄養士 １以上  適切な栄養管理と食事の提供 

・介護支援専門員 ２以上 （他の業務と兼務） ケアプランの作成と管理 

・事務職員 必要数以上  利用料の受領や事務全般 

・その他    

（３）入所定員等  ・定員 ２００ 名 （ 本館１４８名 ／ 東棟５２名 ） 
  ・療養室   個室   ８室   ２人室  ９室 

３人部屋 ２室   ４人室 ４２室 
（４）通所定員 ６０ 名  
２．サービス内容 
① 施設サービス計画の立案     （基本的に 3 ヶ月ごとの評価及び見直し、再立案を行ないます。） 
② 短期入所療養介護計画の立案   （基本的に 3 ヶ月ごとの評価及び見直し、再立案を行ないます。） 
③ 通所リハビリテーション計画の立案（基本的に 3 ヶ月ごとの評価及び見直し、再立案を行ないます。） 
④ 食事（食事は原則として食堂でおとりいただきます。） 

朝食  7 時 30 分～8 時 30分 
昼食 12 時 00 分～13 時 00 分 
夕食 17 時 00 分～18 時 00 分 

⑤ 入浴（一般浴槽のほか入浴に介助を要する利用者には特別浴槽で対応します。入所利用者は、週に最
低２回ご利用いただきます。ただし、利用者の身体の状態に応じて清拭となる場合があります。） 

⑥ 医学的管理・看護 
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⑦ 介護（退所時の支援も行います） 
⑧ 機能訓練（リハビリテーション、レクリエーション） 
⑨ 相談援助サービス（退所時の支援も行います） 
⑩ 利用者が選定する特別な食事の提供 
⑪ 理美容サービス 
⑫ 行政手続代行 
⑬ その他 
※ これらのサービスのなかには、利用者の方から基本料金とは別に利用料金をいただくものもあります

ので、具体的にご相談ください。 
 
３．協力医療機関等 
  当施設では、下記の医療機関や歯科診療所に協力をいただき、利用者の状態が急変した場合等には、速

やかに対応をお願いするようにしています。 
 

・ 協力医療機関 
名 称 静岡済生会総合病院 

      住 所 静岡市駿河区小鹿一丁目１番１号 
     
      
 
◇緊急時の連絡先 
    なお、緊急の場合には、「同意書」にご記入いただいた連絡先に連絡します。 
 
４．施設利用に当たっての留意事項 

・ 面会は 9 時から 19 時の時間帯にお願いします｡ 
・ 外出・外泊は必ず事前に看護師までお申し出下さい｡外泊は月に 6 日間（7 泊 8 日を限度とします。）  
・ 施設内は飲酒・喫煙は厳禁です。 
・ 火気の取扱いは禁止です。 
・ 電気製品は備え付けのものをご使用ください。 
・ 所持品・備品等の持ち込みは備え付けの床頭台やロッカーをご利用下さい。 
・ 金銭・貴重品の管理は各自で管理することになりますが、紛失した場合には、施設として責任を負

いかねますので、多額の現金や貴重品はお持ちにならないで下さい。 
・ 外泊時等の施設外での受診は当施設の医師の許可が必要ですので、必ず、看護婦までお申し出下さ

い｡ 
・ 宗教活動は施設内では禁止です｡ 
・ ペットの持ち込みは禁止です。 

 
５．非常災害対策 

・ 防災設備  スプリンクラー、消火器、避難階段、避難用ロープ、非常通報設備、 
          非常用発電機、災害用備蓄食料等 

・ 防災訓練  年２回 
 
６．禁止事項 
  当施設では、多くの方に安心して療養生活を送っていただくために、利用者の「営利行為、宗教の勧誘、

特定の政治活動」は禁止します。 
 
７．要望及び苦情等の相談 
  当施設には支援相談の専門員として支援相談員が勤務していますので、お気軽にご相談ください。 
  要望や苦情などは、支援相談員にお寄せいただければ、速やかに対応いたします。 
・ ケ ア セ ン タ ー 瀬 名 ０５４－２６４－２２２１ 
・ 静 岡 市 介 護 保 険 課 ０５４－２２１－１０８８ 
・ 国 民 健 康 保 険 団 体 連 合 会 ０５４－２５３－５５９０ 
 
８．その他 
・ 当施設の『運営規程』『身体拘束適正化及び廃止に関する指針』『虐待防止指針』（ファイル）を事務局受

付及び東棟２階サービスステーションの各カウンターに備え付けています。自由にご覧ください。 
・ 当施設についての詳細は、パンフレットを用意してありますので、ご請求ください。 
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〔ケアセンター瀬名のサービスについて〕 

 

１．介護保険証の確認 
  ご利用のお申込みに当たり、ご利用希望者の介護保険証を確認させていただきます。 

 
２．介護保健施設サービス 
    当施設でのサービスは、どのような介護サービスを提供すれば家庭に帰っていただける状態になるかと

いう施設サービス計画に基づいて提供されます。この計画は、利用者に関わるあらゆる職種の職員の協議
によって作成されますが、その際、ご本人・扶養者の希望を十分に取り入れ、また、計画の内容について
は同意をいただくようになります。 

  施設サービス計画は、基本的に 3 ヵ月後に評価及び見直しを実施し、新しく計画立案 を致します。た
だし、ご利用者様の状況（ADL・疾病・認知症等）に大きな変化があった際には、その都度施設サービス計
画の見直しを行なうことがあります。 

 
  ◇医療： 
   ケアセンター瀬名は入院の必要のない程度の要介護者を対象としていますが、医師・看護職員が常勤

していますので、ご利用者の状態に照らして適切な医療・看護を行います。 
  ◇機能訓練： 
   原則として機能訓練室にて行いますが、施設内でのすべての活動が機能訓練のためのリハビリテーシ

ョン効果を期待したものです。 
  ◇生活サービス： 

   当施設入所中も明るく家庭的な雰囲気のもとで生活していただけるよう、常に利用者の立場に立って
運営しています。 

 
３．利用料金 
（１）介護保険による利用者負担額 
 施設利用料（介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度、利用する居室によって利用料が異なり

ます。以下は１日あたりの自己負担分です） 
 

 負担割合 多床室（2～4 人部屋） 個室（従来型） 

要介護 1 

１割    ８１５円    ７３７円 

２割  １，６２９円  １，４７３円 

３割  ２，４４４円  ２，２０９円 

要介護 2 

１割    ８６６円    ７８４円 

２割  １，７３２円  １，５６８円 

３割  ２，５９８円  ２，３５１円 

要介護 3 

１割    ９３３円    ８５１円 

２割  １，８６５円  １，７０１円 

３割  ２，７９８円  ２，５５１円 

要介護 4 

１割    ９８７円    ９０７円 

２割  １，９７４円  １，８１４円 

３割  ２，９６１円  ２，７２１円 

要介護 5 

１割  １，０４０円    ９５８円 

２割  ２，０７９円  １，９１５円 

３割  ３，１１８円  ２，８７２円 
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① 初期加算Ⅰ（１日当たり）：１割負担：６２円／２割負担：124 円／３割負担：185 円  

〔急性期病院一般病棟退院時〕 
初期加算Ⅱ（１日当たり）：１割負担：３１円／２割負担：６２円／３割負担：９３円 
〔急性期病院一般病棟退院時以外〕 
※入所後 30 日間に限って、上記施設利用料に上記金額が加算されます。 

 
② 短期集中リハビリテーション実施加算（１日当たり） 

１割負担：２４７円／２割負担：４９３円／３割負担：７４０円 
※入所日から 3 ヶ月間に限って、リハビリテーションを行った場合に加算されます。 

③ 外泊時費用（１日当たり） 
１割負担：３７２円／２割負担：７４４円／３割負担：１，１１６円 

※ 外泊された場合には、外泊初日と最終日以外は施設利用料に上記金額が加算されます。 
 

④ サービス提供体制強化加算（１日当たり） 
１割負担：１９円／２割負担：３７円／３割負担：５６円 

 
⑤ 経口移行加算（１日当たり） 

１割負担：２９円／２割負担：５８円／３割負担：８７円 
※ 経口移行計画が策定された日から加算されます。 

 
⑥ 経口維持加算（１月当たり） 

１割負担：４１１円／２割負担：８２２円／３割負担：１，２３３円 
※ 経口維持計画に従い、所定の職種の者が栄養管理等を行った場合に、経口維持計画が策定さ

れた月から加算されます。 
※ 上記体制に所定の職種の者が加わった場合は、以下の金額が加算されます。 

（１月当たり）１割負担：１０３円／２割負担：２０６円／３割負担：３０９円 
 

⑦ 若年性認知症入所者受入加算（１日当たり） 
１割負担：１２４円／２割負担：２４７円／３割負担：約３７０円 

※ 若年性認知症入所者（40 歳～64 歳）が対象になります。 
 

⑧ 療養食加算（１回当たり） 
１割負担：７円／２割負担：１３円／３割負担：１９円 

※ 医師の判断で疾病治療食（糖尿病食、腎臓病食等）を提供された入所者が対象になります。 
 

⑨ 緊急時治療管理（１日当たり） 
１割負担：５３２円／２割負担：１，０６４円／３割負担：１，５９６円 

※ 緊急時に所定の対応を行った場合に加算されます。（月３日限度） 
 

⑩ 所定疾患施設療養費（１日当たり） 
１割負担：２４６円／２割負担：４９１円／３割負担：７３７円 

入所者に所定の対応を行った場合に加算されます。（月１回 連続する 7 日限度） 
 

⑪ 入所前後に居宅を訪問し、施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った場合は、下記の料
金が加算されます。 
1 退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った場合 

１割負担：４６３円／２割負担：９２５円／３割負担：１，３８７円 
2 退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定にあたり、生活機能の具体的

な改善目標を定め、退所後の生活に係る支援計画を策定した場合 
１割負担：４９３円／２割負担：９８６円／３割負担：１，４７９円 

 
⑫ 退所時指導等を行った場合は、下記の料金が加算されます。 

1 試行的な退所にあたり、退所後の療養上の指導を行った場合 
（試行的退所時指導加算） 

１割負担：４１１円／２割負担：８２２円／３割負担：１，２３３円 
2 退所後の主治医が明らかである場合に、当該主治医に対して診療情報を提供した場合（退所

時情報提供加算Ⅰ・Ⅱ） 
〔在宅への退所時〕 

 １割負担：５１４円／２割負担：１，０２７円／３割負担：１，５４１円 
〔医療機関への退所時〕 

１割負担：２５７円／２割負担：５１４円／３割負担：７７１円 
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3 入所予定日前３０日以内又は入所後３０日以内に、入所者が退所後に利用を希望する居宅介
護支援事業者と連携し、退所後の居宅サービス等の利用方針を定めた場合（退所前連携加算
Ⅰ） 

１割負担：６１７円／２割負担：１，２３３円／３割負担：１，８４９円 
 

4 入所期間が１月を超える入所者が退所し、その居宅において居宅サービス等を利用する場合
において、退所に先立って入所者が希望する居宅介護支援事業者に対して、入所者の診療状
況を示す文書を添えて入所者に係る居宅サービス等の提供に必要な情報を提供し、かつ、居
宅介護支援事業者と連携して退所後の居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合 

 
（退所前連携加算Ⅱ） 

１割負担：４１１円／２割負担：８２２円／３割負担：１，２３３円 
5 退所時に訪問看護ステーションへ指示書を交付した場合（訪問看護指示加算） 

１割負担：３０９円／２割負担：６１７円／３割負担：９２５円 
 

⑬ ターミナルケア加算 
死亡日以前３１日以上４５日以下 

１割負担：７４円／２割負担：１４８円／３割負担：２２２円 
死亡日以前 ４日以上３０日以下 

１割負担：１６５円／２割負担：３２９円／３割負担：４９３円 
死亡日の前日及び前々日 

１割負担：９３５円／２割負担：１，８６９円／３割負担：２，８０４円 
死亡日 

１割負担：１，９５２円／２割負担：３，９０３円／３割負担：５，８５４円 
 
 
 

⑭ 協力医療機関連携加算 
１割負担：１０３円／２割負担：２０６円／３割負担：３０９円 

    ※協力医療機関との実効性のある連携体制を構築するため、入所者の現病歴等の情報共有を行う会
議を定期的に開催する 

 
⑮ 新興感染症等施設療養費 

       １割負担：２４７円／２割負担：４９３円／３割負担：７４０円   
   

⑯ 介護職員等処遇改善加算（1000 分の 75 に相当する単位数）が、利用内容に応じて算定されます。 
 

（２）別途料金 
① 食費               １日当たり                               １，７００円 
② 居住費          １日当たり  多床室（２～４人部屋）      ４３７円 

                         個 室（従来型）        １，７２８円 
 
（３）その他の料金 

① 理美容代   実費（別途資料をご覧ください。） 
② その他（タオル代、日常生活品費、クリーニング代等）は、別途資料をご覧ください。 

 
（４）支払い方法 

・ 翌月 10 日以降に請求書を発行します。なお、支払方法は原則として、翌月 20 日にゆうちょ銀行又は
27 日にその他の金融機関の口座より自動振替とします。 
 

４．当法人の概要 
  名称・法人の種別    医療法人社団 恒仁会 
  代表者役職・氏名    理事長 伊藤恒道 
  本部所在地・電話番号  静岡県静岡市葵区瀬名 4629 番地の１  

℡ 054－264－2111 
  定款の目的に定めた事業 ①静岡瀬名病院 ②静岡広野病院 ③ケアセンター瀬名 
 


